
議第１２号 

 

指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例及び高山市地区公園条例の一部

を改正する条例について 

 

 指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例及び高山市地区公園条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 
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提案理由 

 指定管理者による管理を行う施設の見直しを行うため改正しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例及び高山市地区公園条例の一部

を改正する条例 

（指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正） 

第１条 指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例（平成１８年高山市条例第４号）

の改正後の規定の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（高山市地区公園条例の一部改正） （高山市地区公園条例の一部改正） 

第５条 高山市地区公園条例（平成１６年高山市

条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第５条 高山市地区公園条例（平成１６年高山市

条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２条の２ 次に掲げる地区公園（以下「指定施

設」という。）の管理に関する業務は、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、指定管理者（同項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わ

せるものとする。 

第２条の２ 次に掲げる地区公園（以下「指定施

設」という。）の管理に関する業務は、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、指定管理者（同項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わ

せるものとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ くるまーと六厩公園  

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 飛騨川河川公園  

⑹ すずらん公園  

⑺ 諏訪の森  

⑻ あさひふるさとの森  

⑼ （略） ⑼ （略） 

⑽ 鍋平園地  

（高山市地区公園条例の一部改正） 

第２条 高山市地区公園条例（平成１６年高山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２条の２ 次に掲げる地区公園（以下「指定施

設」という。）の管理に関する業務は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、指定管理者（同

第２条の２ 次に掲げる地区公園（以下「指定施

設」という。）の管理に関する業務は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、指定管理者（同



項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に行わせるものとする。 

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に行わせるものとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 未施行  

⑶ （略） ⑵ （略） 

⑷ 女男滝公園  

⑸から⑻まで 未施行  

⑼ （略） ⑶ （略） 

⑽ 未施行  

⑾～⒄ （略） ⑷～⑽ （略） 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


